
【参考①】　公民連携（ＰＰＰ）事業手法優先的検討に係る基本フロー

次のいずれかに該当する場合に、優先的検討の実施を検討します

☑新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定

☑公共施設等の運営等の見直しを行う

☑公共施設等の集約化又は複合化等を検討する

☑公有地の未利用資産等の有効活用を検討する

優先的検討の実施の検討

次の⑴又は⑵に該当する事業を優先的検討の対象事業とします

⑴ 事業費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業（建設、製造又は改修を含むものに限る。）

⑵ 単年度の事業費が１億円以上の公共施設整備事業（運営等を行うものに限る。）

※ なお、事業費が上記金額を下回る場合でも、民間活力の導入により、市民サービスの向上や財政的効果が期待できる場合には、

優先的検討を行えるものとする。
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